
新型コロナウイルス感染症に対する支援制度一覧表

　　新型コロナウイルス感染症は、大変大きな影響を与えています。 店舗の休業、売り上げの減少、小中学校の休業など、様々

な影響が出ています。 佐用町では、 国 ・県と連携し、 町独自の支援制度の創設 ・拡充等を行い事業実施しております。 令和 2年６月１５日現在

特別定額給付金【国・町】

生活福祉資金特例貸付 (緊急小口資金・総合支援金）

傷病手当金の支給（国民健康保険・後期高齢者医療）

町営住宅家賃の徴収猶予、減免

住居確保給付金

◆給付対象者１人につき 10 万円の特別定額給付金を支給します。申請期間は 8月 17 日（月）ま
でです。

◆収入の減少等があり、緊急かつ一時的な生計維持のための費用を必要とする世帯に特別貸付を行っ
ています。

◆国民健康保険・後期高齢者医療に加入している被保険者（被用者等に限る）が、新型コロナウイ
ルス感染症に感染した場合又は感染が疑われた場合に、療養のため働くことができず十分な給与等
が支払われなかった場合に傷病手当金が支給されます。

◆町営住宅の入居者で、やむを得ず町営住宅家賃を支払えない状況になった人に対し、町営住宅家
賃の徴収猶予、減免を行います。

兵庫県営住宅の提供

プレミアム付き商品券事業【町独自】

◆新型コロナウイルス感染症の影響により離職や廃業と同程度の状況に至り、住宅の喪失又は住居
を失う恐れが生じている方に対して、住居確保給付金の支給を行います。

◆新型コロナウイルス感染症拡大等の影響に伴う解雇や離職により住宅を失った方を対象に、入居
要件を緩和し、抽選によらず、県営住宅を提供します。

◆小学校等が臨時休業した場合等に、その小学校等に通う子供たちの世話を行うため、契約した仕
事ができなくなっている子育て世代に就業できなかった日について、1日当たり 4,100 円を支給し
ます。※令和 2年 4月 1日以降の日については、1日あたり 7,500 円

◆町内の商工業者を支援するためにプレミアム付き商品券（２万セット）を販売し地域経済の回復
を支援します。

◆町内に住所を有し、佐用日本語学校に通学する外国人学生に対し 1人 10 万円を支給します。

子育て世帯への臨時特別交付金

子育て支援券の交付【町独自】

ひとり親家庭への臨時給付金【町独自】

保育料の還付

学童保育料の減免

◆学校休業による影響を受けた子育て世帯の生活を支援するために、児童手当を受給する世帯に対
し、臨時特別給付金（対象児童 1人につき 1万円）を支給します。

◆子育て支援のため保護者に、副教材費相当額として小学生１人 1.5 万円分、中学生 1人 3万円分
の町内登録商店で使える商品券を交付していますが、新型コロナウイルス感染症に対する緊急対策
として 2万円分の商品券を追加して配布します。

◆新型コロナウイルス感染症の影響を受けている低所得者でひとり親家庭に給付金を支給し、経済
支援を行います。（児童扶養手当受給世帯等：５万円、大学生などを持つ低所得者でひとり親世帯：
20 万円）

◆保育園への登園を自粛し家庭で保育を行った場合、保育料を還付します。

◆学童保育園の利用を自粛した場合、月額保育料を減免します。

日本語学生への臨時給付金【町独自】

小学校休業等対応支援金

商工業者応援金制度【町独自】
◆売り上げが減少もしくは経営に支障をきたしている又は今後その恐れが予想される町内中小企業
者を対象とし応援金１０万円を支給します。申請期間 5月 29 日（金）まで

持続化給付金
◆ひと月の売り上げが前年同月比で 50％以上減少した中小法人等は上限 200 万円、個人事業者等は
上限 100 万円を支給します。

◆兵庫県が行った施設の使用停止や時間短縮の要請に応じてくださった中小法人・個人事業主を対
象に、国の持続化給付金に加え、その事業の継続を支えるための支援金を県・市町が協調して支給
します。

◆事業主を支援し、働く方の生活の安定を図るため、緊急対応期間（４/１～ 9/30）に限り助成率が
引き上げられ、休業手当の一部が助成されます。

◆一定の要件を満たす中小企業者に対する利子・保証料の軽減を行う融資制度を新設し支援します。

◆新型コロナウイルス感染症の影響を受けている町内の商工業を営んでいる中小企業者を対象に、
下水道料金の一部を減免します。

◆小学校等が臨時休業した場合等に、その小学校等に通う子供たちの世話を保護者として行うこと
が必要となった労働者に対し、有給休暇を取得させた事業主に支払った賃金相当額を支援します。

休業要請事業者経営継続支援金【県と町】

雇用調整助成金

兵庫県中小企業融資制度

小学校休業等対応助成金

事業者への下水道料金の減免【町独自】

タクシー事業者向け観光受入環境整備事業

◆先端機器等の活用により、タクシーの観光利用やインバウンド対応を促進し、国内外観光客の周
遊性・満足度を向上させます。

◆家庭から自立した学生等において、新型コロナウイルス感染症の影響によりアルバイト収入の減
少・解雇等突然の収入減による「学びの継続」のために学生支援緊急給付金を支給します。

学生支援緊急給付金

総務課
0790-82-2549

住民課
0790-82-0660

商工観光課
0790-82-0670

佐用町社会福祉協
議会
0790-78-1212

商工観光課
0790-82-0670

企業組合労協セン
ター事業団
079-224-2188

兵庫県県土整備部
住宅建築局住宅管
理課
078-230-8470

学校等休業助成金
・支援金、雇用調
整コールセンター
0120-60-3999

企画防災課
0790-82-0664

各大学等の学生課
等の窓口

健康福祉課
0790-82-0661

教育課
0790-82-2424

上下水道課
0790-82-0481

健康福祉課
0790-82-0661

龍野健康福祉事務所
0791-63-5136
健康福祉課
0790-82-0661

教育課
0790-82-2424

商工観光課
0790-82-0670

商工観光課
0790-82-0670

兵庫県産業労働部
産業振興局
地域金融室
078-362-3321

兵庫県労働局ハ
ローワーク助成金
デスク
078-221-5440

学校等休業助成
金・支援金、雇用
調整金コールセン
ター
0120-60-3999

【お願い】　
　情報は、日々更新されますので、最新情報を各連
絡先等へご確認ください。また、支援策の詳細につ
いては、町ホームページ等をご覧ください。

ひとり親家庭への臨時特別給付金
◆子育てと仕事を一人で担う低所得のひとり親世帯に大きな困難が生じています。こうした世帯の
生活費の増加や収入の減少に対する支援を行うため給付金を支給します。児童扶養手当受給世帯等：
1世帯 5万円、第 2子以降 1人につき 3万円、収入が減少した児童扶養手当受給世帯等：1世帯 5
万円

健康福祉課
0790-82-0661

兵庫県産業労働部
観光推進課
078-362-3838

給付

給付

給付

給付

給付

給付

給付

給付

給付

給付

給付

貸付

給付

減免

減免

助成

助成

融資

補助

他

助成

他

他

佐用町

給付

減免

猶予

持続化給付金事業
コールセンター
0120-115-570
商工観光課
0790-82-0670

　中小企業支援

　生活支援

　子育て支援



新型コロナウイルス感染症に対する支援制度一覧表　　（その２）

◆商工団体・業界団体が、複数の会員企業等が取り組む新たな事業を支援することで、地域経済の再起
を促進します。

産業界提案型復活応援事業　

◆共済掛金などの支払いが困難であることを農業共済に申し出た方に、支払い期限を延長し
ます。

共済掛金等の払込期限の延長

兵庫県産業労働部
経営商業課
078-362-3313

兵庫県農業共済組
合佐用事務所
0790-60-3002

町税（国民健康保険税を含む）の徴収猶予

◆コロナ禍でダメージを受けた地域の基幹的リーディング企業による新たな事業展開を支援し、地域産
業力を向上させます。

地域企業再起・躍進支援事業　

◆地域の魅力を秘めた「地域産品」「サービス」の磨き上げやブランド力の強化、発信力の向上を図る
ことで、新型コロナウイルス感染症に打ち勝つ地域産品・サービスの魅力創出・発信活動・新市場の
開拓を支援します。

JAPAN ブランド育成支援事業　

◆中小企業等が行う革新的なサービス開発・試作品開発生産プロセスの改善に必要な設備投資等を支援
します。

ものづくり・商業・サービス補助

◆中小企業等が行うバックオフィス業務の効率化や新たな顧客獲得などの付加価値向上に資するＩＴ
ツールの導入を支援します。

ＩＴ導入補助　

◆不特定多数の人が集まる飲食店等の業務用施設に対して、換気整備をはじめとする高効率機器等の導
入を支援します。

飲食店等の高機能換気整備等の導入支援　

◆中小企業で働く従業員に対して休業期間中賃金が支払われない場合休業支援金を支給します。
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金　

◆新型コロナウイルス感染症の拡大を契機とした自粛要請等によって売上の急減に直面する事業者の事
業継続を下支えするため、固定費の中で大きな負担となっている地代・家賃の負担を軽減することを目
的として、テナント事業者に対して「家賃支援金給付金」を支給します。

家賃支援金　

兵庫県産業労働部
工業振興課
078-362-3330

中小企業庁
創業・新事業促進
課
03-3501-1767

ものづくり補助金
事務局
050-8880-4053

（一社）サービス
デザイン推進協議
会
0570-666-424

環境省地球温暖化
対策事業室　　
03-5521-8355

商工観光課
0790-82-0670

商工観光課
0790-82-0670

◆新型コロナウイルス感染症の影響により町税を一時的に納めることが困難な場合は、申請により原則
として 1年以内の期間に限り、徴収猶予が認められる場合があります。

国民健康保険税の減免
◆新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減った場合などで、一定の基準を満たす方について、
国民健康保険税が減免されます。

後期高齢者医療保険料の徴収猶予

◆新型コロナウイルス感染症の影響により後期高齢者医療保険料を納めることが困難な場合は、申請に
より猶予が認められる場合があります。

後期高齢者医療保険料の減免　

◆新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減った場合などで、一定の基準を満たす方について、
後期高齢者医療保険料が減免されます。

国民年金保険料の免除申請の特例

◆新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少し、国民年金保険料の納付が困難となった場合は、
臨時特例措置として国民年金保険料の免除を申請することができます。

◆新型コロナウイルスの感染症の影響により収入が減少した場合などで、一定の基準を満たす方に
ついて、第 1号被保険者の介護保険料が減免されます。

介護保険料の減免の特例

住民課
0790-82-0660

税務課
0790-82-0662

住民課
0790-82-0660

住民課
0790-82-0660

住民課
0790-82-0660

高年介護課
0790-82-2079

◆新型コロナウイルス感染症拡大により、特に大きな影響を受けている農林業者等に対して、
事業の継続を下支えし、再起の糧としていただくため、事業全般に広く使える給付金を支給し
ます。

持続化給付金 ( 再掲 )

◆新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けた農業者の資金繰りを支援するため、貸付期間
の延長、融資限度額の引上げ、利子補給による貸付率の無利子化を実施します。

資金繰り支援

◆次期作に前向きに取り組む高収益作物 ( 野菜、花き、果樹 ) 生産者を支援します。

高収益作物の次期作支援

◆インターネットによる販売促進を支援します。
販売促進支援　

◆肥育牛生産コスト低減等に対する取組を支援します。
肥育生産支援

◆生産者集団がやむを得ずまとまって肥育牛の出荷時期を調整し計画的に出荷を行う場合に
掛かり増し経費を交付します。

肥育牛計画出荷支援　

◆生産者がやむを得ずまとまって肉用子牛の出荷時期の調整し、計画的に出荷を行う場合、そ
の出荷頭数に応じて、掛かり増し経費を交付します。

繁殖牛計画出荷支援　

◆肉用子牛の販売頭数に応じて奨励金を交付します。
子牛出荷奨励金　

給付

給付

給付

給付

給付

他

貸付

補助

補助

補助

補助

給付

給付

補助

補助

補助

補助

猶予

猶予

免除

持続化給付金事業
コールセンター　
0120-115-570

兵庫県農政環境部
農林経済課農業共
済金融班　
078-362-3415

兵庫県農業環境部
農産園芸課農産班
078-362-4013

兵庫県農政環境部
畜産課肉用牛振興
班
078-362-3454

兵庫県農政環境部
畜産課肉用牛振興
班
078-362-3454

農林水産省生産局
食肉鶏卵課
03-3502-5989

兵庫県農政環境部
畜産課肉用牛振興
班
078-362-3454

兵庫県農政環境部
農済園芸課　野菜
078-362-4013
花き・果樹・茶
078-362-3449

 新型コロナウイルスに便乗した詐欺にご注意ください。
　　新型コロナウイルスの感染拡大に関連した詐欺などの相談が、 全国の消費生活センターなどに寄せられています。

不審な電話や訪問、 メール等があれば、 ご家族や佐用町消費生活センター、 佐用警察署に相談しましょう。

　　　　　　　　　　佐用町消費生活センター　0790-82-0670　　佐用警察署　0790-82-0110

佐用町

減免

減免

減免

　中小企業支援

　徴税の減免及び医療保険等減免、猶予

農業支援


